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公益社団法人 アクト・ビヨンド・トラスト 経理規程 

 

第１章 総 則 

（目的） 

第１条 この規程は、公益社団法人アクト・ビヨンド・トラスト（以下「この法人」という）

における会計処理に関する基本を定めたものであり、事業活動を合理的かつ適正に遂行す

るため、経理に関する事項を正確かつ迅速に把握し、この法人の財務内容の透明化、事業の

効率化を図ることを目的とする。 

 

（会計の原則） 

第２条 この法人の会計処理については、法令、定款及び公益法人会計基準のほか、本規程

の定めるところによるものとする。 

 

（会計年度） 

第３条 この法人の会計年度は、定款の定めに従い、毎年 3 月 1 日から翌年 2 月末日まで 

とする。 

 

（会計区分） 

第４条 この法人の会計区分は、次のとおりとする。 

（１）公益目的事業会計 

（２）法人会計 

２ 前項の第１号の事業については、必要に応じてさらに事業単位に区分することができる。 

 

（経理責任者） 

第５条 この法人の経理責任者は、代表理事とする。 

 

（帳簿書類の保存・処分） 

第６条 帳簿等の保存期間は、次のとおりとし、会計年度終了日の翌日から起算する。 

（1）財務諸表 永久 

（2）会計帳簿、会計伝票及び証憑書類 10 年 

（3）収支予算書・その他の書類 5 年 

 

（運用） 

第７条 この規程にない会計処理については、別に定めるものを除き、経理責任者の決裁を

経て行うものとする。 
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２ この規程の運用に関する指示は、経理責任者が行うものとする。 

 

（規程の改廃） 

第８条 この規程の改廃は、理事会の決議を経て行うものとする。 

 

第２章 勘定科目及び帳簿組織 

（勘定科目の設定） 

第９条 この法人の勘定科目は、これを貸借対照表勘定科目及び活動計算書勘定科目に区分

し、この法人の財政状態、純資産増減を的確に把握するため必要な勘定科目を設ける。 

 

（会計帳簿） 

第１０条 会計帳縛は、次のとおりとする。 

（1）主要簿 

①仕訳帳 

②総勘定元帳 

（2）補助簿 

①固定資産台帳 

②その他必要な補助簿として経理責任者が定めるもの 

２ 仕訳帳は、会計伝票をもってこれに代えることができる。 

 

（会計伝票） 

第１１条 一切の取引に関する記帳整理は、会計伝票により行うものとする。 

２ 会計伝票は、次のとおりとする。 

（１）入金伝票 

（２）出金伝票 

（３）振替伝票 

３ 会計伝票は、証憑書類に基づいて作成し、証憑書類は別に保存するものとする。 

４ 会計伝票は、原則として取引１件ごとに作成し、関係する責任者の承認印を押印するも 

のとする。 

５ 会計伝票には、勘定科目、取引年月日、数量、金額、相手方等取引内容を簡単かつ明瞭 

に記載しなければならない。 

 

（証憑） 

第１２条 証憑とは、会計伝票の正当性を立証する書類を指し、次のものをいう。 

（1）請求書 

（2）領収書 
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（3）稟議書 

（4）検収書、納品書及び送り状 

（5）受領書、支払申請書 

（6）各種計算書 

（7）契約書、覚書、その他の証書 

（8）その他取引を裏付ける書類 

 

（記帳） 

第１３条 総勘定元帳は、すべて会計伝票に基づいて記帳しなければならない。 

２ 補助簿は、会計伝票またはその証憑書類に基づいて記帳しなければならない。 

 

（帳簿の更新） 

第１４条 会計帳簿は、会計年度ごとに更新する。 

 

第３章 収支予算 

 

（収支予算の目的） 

第１５条 収支予算は、各会計年度の事業計画を明確な計数として損益計算ベースで表示す

ることにより、事業の効率的な運営を図ることを目的とする。 

 

（収支予算の期間及び種類） 

第１６条 収支予算の期間は、第３条に規定する事業年度と同一とする。 

２ 収支予算の種類は、次のとおりとする。 

（1）資金収支予算書 

（2）収支予算書 

（3）資金調達及び設備投資の見込みを記載した書類 

３ 収支予算書は、活動計算書に準ずる様式により作成するものとする。 

 

（収支予算の承認） 

第１７条 収支予算は、代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。 

 

（収支予算の補正） 

第１８条 代表理事は、やむを得ない理由により予算の補正を必要とするときは、補正予算

を編成する。 

 

（収支予算の執行） 
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第１９条 収支予算を執行する際は、代表理事の決裁を受けなければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第９０条の重要

な財産の取得、売却、担保設定は、理事会の承認を要する。この場合、前項に規定する決裁

を改めて受けることを要しない。 

 

第４章 財 務 

 

（資金計画） 

第２０条 年度事業計画及び第１７条の資金収支予算書に基づき、経理責任者は速やかに年

次及び月次の資金計画を作成しなければならない。 

 

（資金の調達） 

第２１条 この法人の事業運営に要する資金は、 その他固定資産より生ずる運用収入、 寄

付金収入及びその他の収入によって調達するものとする。 

 

（資産の運用） 

第２２条 この法人の資産運用について、理事は、善良なる管理者の注意義務を払うととも

に、定款及び法令に従い、この法人のために忠実に職務を執行しなければならない。 

２ 運用対象は次のとおりとする。 

（1）預貯金 

（2）債券 

（3）株式 

（4）投資信託 

 

（資産運用の責任者） 

第２３条 資産運用執行責任者は代表理事とする。 

２ 資産運用執行責任者は、翌事業年度における資産運用の計画を予算編成の理事会までに

策定し承認を受けなければならない。 

３ 資産運用執行責任者は、財産運用状況及びその結果について把握しなければならない。 

 

（運用状況の把握） 

第２４条 資産運用執行責任者は少なくとも半年に一回、次の点について運用資産の運用経

過を観察し、状況の把握を行う。 

（1） 全運用資産から生じた利子、分配金、配当金等の合計 

（2） 時価評価額が確認できる運用資産については直近の時価評価額 

（3） 信用格付けの確認できる運用資産については直近の信用格付け 
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（理事会及び社員総会への報告） 

第２５条 理事会は、資産運用の経過及び結果について少なくとも年１回または必要に応じ

て代表理事から報告を受けるものとする。 

２ 社員総会は必要と認めた場合、資産運用の経過及び結果について代表理事から報告を受

けるものとする。 

 

（金融機関との取引） 

第２６条 金融機関との預金取引、その他の取引を開始または廃止する場合は、経理責任者

が行う。 

２ 金融機関との取引は、別に定める場合を除き、代表理事の名をもって行う。 

 

（残高の照合） 

第２７条 運用資産については、会計年度末月に残高証明書等を取り寄せ、帳簿と照合しな

ければならない。 

 

第５章 金 銭 

 

（金銭の範囲） 

第２８条 この規程において金銭とは、現金、預金及び振替貯金をいう。 

２ 現金とは、通貨、小切手、郵便為替証書等直ちに現金化できるものをいう。 

 

（出納責任者） 

第２９条 金銭の出納、保管については、出納責任者を置かなければならない。 

２ 出納責任者は、経理責任者が任命する。 

 

（金銭の収納・保管） 

第３０条 収納した金銭は、取引金融機関に預け入れるものとし、直接支払いに充ててはな

らない。 

２ 金銭を収納したときは、領収証を発行しなければならない。 

３ 領収証は、出納責任者が発行する。 

４ ただし、次の各号に該当する場合には、領収証の発行を省略することができる。 

① 金融機関への振り込みによる収納の場合 

② 次に示すように、寄付者の氏名または連絡先が確認できない場合 

一 街頭募金その他不特定多数の者から受ける募金 

二 イベント等において設置した募金箱による寄付 
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三 その他、寄付者の特定が困難であると代表理事が認めた場合 

 

（金銭の出納） 

第３１条 金銭の出納は、経理責任者の承認確認のある会計伝票に基づいて行わなければな

らない。 

２ 金銭の支払いについては、受取人の署名のある領収証を受け取らなければならない。た

だし、所定の領収証を受け取ることができない場合は、別に定める支払証明書をもってこれ

に代えることができる。 

 

（支払方法） 

第３２条 金銭の支払方法は、銀行振込によるものとする。 

２ 銀行振込依頼書の作成は、出納責任者が行い、経理責任者が承認する。 

３ インターネットバンキングによる場合は、銀行振込データ（総合振込及び給与振込をい

う。）は、出納責任者が作成し、経理責任者が承認する。 

 

（残高の照合） 

第３３条 預貯金については、月次で預貯金の残高を証明できる通帳等の書類によりその残

高を帳簿残高と照合し、差異がある場合は預貯金残高調整表を作成して経理責任者に報告

しなければならない。 

２ 預貯金については、会計年度末月に残高証明書等を取り寄せ、帳簿と照合し経理責任者

に報告しなければならない。 

 

第６章 固定資産 

 

（固定資産の分類） 

第３４条 固定資産に属する資産は、有形固定資産、無形固定資産、その他固定資産に分類

する。 

（1）有形固定資産 

物理的な形態を持ち、1 年を超える長期にわたり利用される資産をいう。 

土地、建物、機械、車両、備品など、物理的な形状を持つ資産 

（2）無形固定資産 

物理的な形態を持たず、1 年を超える長期にわたり利用される資産をいう。 

特許権、商標権、著作権、ソフトウェアなど、物理的な形状を持たない資産 

（3）その他固定資産 

固定資産のうち、有形・無形固定資産に含まれないものをいう。 

長期的な投資目的で保有する株式や債券、投資信託など 
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（固定資産の管理） 

第３５条 固定資産管理責任者は、経理責任者とする。 

２ 固定資産管理責任者は、固定資産台帳を設けて、固定資産の保全状況及び移動等につい

て所要の記録を行い、固定資産を管理しなければならない。 

３ 固定資産に移動、毀損及び滅失があった場合は、固定資産管理者は、経理責任者に通知

し、帳簿の整備を行わなければならない。 

 

（現物の照合） 

第３６条 固定資産管理責任者は、常に良好な状態において管理し、各会計年度において１

回以上、固定資産台帳と現物を照合し、差異がある場合は、固定資産管理責任者は所定の手

続を経て帳簿の整備を行わなければならない。 

 

第７章 決 算 

 

（決算の目的） 

第３７条 決算は、１会計年度の会計記録を整理し、財政状態及び活動計算の状況を明らか

にすることを目的とする。 

 

（月次決算） 

第３８条 経理責任者は、毎月末に会計記録を整理し、次の書類を作成しなければならない。 

（1）合計残高試算表 

（2）貸借対照表 

（3）活動計算書 

 

（財務書類） 

第３９条 経理責任者は、年度決算に必要な手続を行い、財務諸表（下記（１）及び（２）

の書類）及び附属明細書並びに財産目録（以下、「財務諸表等」という。）を作成しなければ

ならない。 

（1）貸借対照表 

（2）活動計算書 

（3）貸借対照表及び活動計算書の附属明細書 

（4）財産目録 

２ 経理責任者は、前項の財務諸表等に加えて、資金調達及び設備投資の実績を記載した書

類（以下、「財務書類」という。）を作成しなければならない。 

３ 代表理事は、第１項及び第２項の財務書類については監事の監査を受けた後、監事の意
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見を添えて理事会へ提出し、その承認を受けて財務書類を確定する。 

  

第 8 章 その他 

 

（電磁的処理による会計事務） 

第４０条 本法人における会計伝票の起票、決裁、支払及び収納の記録並びにその他の経理

関係業務は、電磁的なアプリケーション（以下「会計処理システム」という）を用いて行う

ことができる。 

２ 前項の会計処理システムによる処理にあたっては、電磁的記録による証憑の保存、承認

履歴の記録及び適切なアクセス権限の管理等、法令及び内部統制の要請を満たす措置を講

じなければならない。 

３ 会計処理システムにより記録されたデータは、法令及び本規程に基づき、所定の期間保

存しなければならない。 

 

 

附 則 

この規程は、2025 年 6 月 1 日から施行するものとする。 


